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タイトル 

ひょうご情報公園都市第 2 期の 

産業団地整備に関する基本合意書を締結 

～ 企業立地の促進・雇用の確保などの地方創生に期待 ～ 

本件のポイント 

・兵庫県企業庁と、ひょうご情報公園都市第 2 期の整備に関する基本合意書を

締結 

・公（県・市）に加えて民間の力を活用する事により、産業団地の整備を推進 

説明文 

 ひょうご情報公園都市第 2 期については、企業立地の促進や雇用の確保など

地域創生に取り組むため、兵庫県企業庁と三木市が共同で事業を進めることと

し、令和 3 年 5 月に基本合意書を締結しました。 

このたび、令和 6 年 8 月に県が実施したサウンディング調査の結果を踏まえ、

公民連携(県・市・民間)による産業団地化を進めることとしましたので、兵庫県

企業庁と三木市は、改めて、整備に関する基本合意書を締結します。 

 なお、基本合意書の締結にあたり、以下のとおり調印式を実施します。 

 

【ひょうご情報公園都市第 2 期の産業団地整備に関する基本合意書 調印式】 

1 日 時 令和 7年 3月 25日（火）午後 2時～2時 30分（予定） 

2 場 所 三木市役所 5階 大会議室 

3 出 席 者  兵庫県公営企業管理者 
三木市長 

4 内 容  (1) 出席者 挨拶 

 (2) 基本合意書に調印  

5 基本合意書の概要 

 (1) 兵庫県企業庁と三木市は、企業立地の促進による雇用の確保等を通じた地域

創生に取り組むため、民間事業者の技術的能力や資金等を活用した公民連携

による新たな産業団地の整備を推進することとし、公民連携の方策について

共同で検討を進める。 

 (2) 整備予定箇所は別図のとおりとする。 

 (3) 兵庫県企業庁と三木市は、それぞれの役割について協議を行い、主な役割分

担が固まった時点で取り組みや整備内容等について協定を締結する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ホームページ  

 https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/37/79496.html 

 

 

本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

      


